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【 庁 議 記 録 】

１ 日 時 令和６年５月 21 日（火）午前８時 58 分～午前９時 23分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 市長 副市長 教育長 企画財政部長

総務部長 市民生活部長 福祉保健部長 子ども家庭部長

環境部長 都市建設部長 議会事務局長 教育部長

幹 事 政策室長

４ 欠席者

５ 会議結果

市 長 これより庁議を開催します。審議事項はありませんので、報告事項１「令

和５年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金等の実績報告について」

を報告してください。

部 長 令和５年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金と、物価高騰対応

生活応援給付金の給付実績についてです。まず、１世帯当たり３万円を給付

した当初支給分ですが、お知らせ方式・確認書方式の支給は、お知らせ方式・

確認書方式合わせて 9,966 件発送し、支給決定数は 9,057 件、支給率は

90.9％となっています。申請書方式での支給は支給決定数は 89 件でした。

不支給となった主な理由は、当初、対象となる可能性がある世帯として通知

後の修正申告等により、課税世帯であることが判明したためです。次に、１

世帯当たり７万円を給付した追加支給分について、お知らせ方式の支給は

8,759 件です。当初支給の段階で口座を把握している状態での追加支給とな

ったため、迅速に支給することができました。追加支給分の申請書方式での

支給決定数は 168 件となります。最後に、住民税非課税世帯等への給付金の

対象とならず、所得税・住民税の定額減税による十分な支援を受けられない

と見込まれる方への市独自の支援として５万円を給付した物価高騰対応生

活応援給付金の支給決定数は 1,440 件となりました。

市 長 迅速な対応をいただき、ありがとうございました。続いて、報告事項２「「二

酸化炭素排出量削減及び不要物のアップサイクルスキームの検証並びに災

害対応力強化に関する協定」の締結について」を報告してください。

部 長 2050 年脱炭素社会の実現に向けた取組と、活用しなければ不要となるも

ののアップサイクルスキームの検証及び災害対応力強化を図るため、株式会

社アマノ、国立大学法人大阪大学環境安全研究管理センター及び伊藤忠プラ

スチックス株式会社と、５月 10 日に「二酸化炭素排出量削減及び不要物の
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アップサイクルスキームの検証並びに災害対応力強化に関する協定」を締結

しました。本協定における各人の役割ですが、市は設置場所の提供と投入す

る有機物の収集及び運営状況の周知、株式会社アマノは低熱分解型アップサ

イクルユニットの提供及び円滑に事業を実施するための国等への申請を行

うこと、大阪大学はアマノと協力しユニットの開発・改良のためのアイディ

アを提供すること、伊藤忠プラスチックスは、本協定を実施するための連絡

調整及び災害時や訓練時の取組に協力します。協定に基づき提供されるアッ

プサイクルユニットの詳細について説明します。本ユニットの特徴は、特許

出願中の技術を使用しており、有機物であれば全てのものを分別することな

く分解することができ、分解時に焼却をしないため二酸化炭素をほぼ発生さ

せることなく有機物を処理できます。処理後の成果物は約 300 分の１とな

り、有効利用が可能で、自治体としては初の設置となります。今後は、本ユ

ニットを狛江市ビン・缶リサイクルセンターに設置し、保育園から排出され

るおむつ等及び市役所庁舎から発生する有機系ごみを使用し、処理実験を行

います。併せて本ユニットを含めた、防災用パッケージを無償で提供いただ

きます。詳細はパンフレットのとおり、本ユニット、タワー型充電式バッテ

リー、給電可能なＥＶバイク１台、大容量ＵＰＳ、これらの充電に活用する

太陽光パネルも提供いただきます。ユニット本体の設置は５月 25 日を予定

していますが、機器の調整に時間を要しているため、変更になる可能性があ

ります。それ以外の周辺機器は随時設置していきます。

市 長 本件について、質問等ありますか。

副市長 協定内容にある災害用パッケージは伊藤忠から提供いただくものですか。

部 長 伊藤忠からは災害時や訓練時の物資提供を依頼できないか、調整している

ところです。災害用パッケージはアマノからの提供となります。

副市長 災害関係の部分は総務部とも連携して進めてください。

市 長 稼働はいつからの予定ですか。

部 長 現在、電圧調整に時間がかかっているため日付は不確定ですが、６月から

稼働したいと考えています。

市 長 機器導入によるごみ排出量や費用の低減見込みを把握しておいてくださ

い。想定されるおむつの量等についても確認し、情報を環境部に集約してく

ださい。機器は１台ですか。

部 長 ユニット本体１台に加え、小型のものを１台設置します。分析結果がわか

りやすいように、１つの機器に投入するごみの種類は限定したいと考えてい

ます。

市 長 実証実験の検証はどの時点で行うのですか。

部 長 処理後に発生する物質の分析は、専門機関での調査結果を基に、大阪大学



3

が分析していきます。分析するタイミングは調整中ですが、国のサンドボッ

クス制度を申請予定で、申請時の調整の中では、６箇月程度の実証実験を予

定しています。

市 長 他自治体からの議員視察等も想定されますので、調整してください。続い

て、報告事項３「狛江市立学校における一斉閉庁の実施について」を報告し

てください。

部 長 学校における働き方改革の一環として実施している学校の一斉閉庁につ

いて、例年どおり実施します。令和６年度の閉庁期間は、８月 12 日から 16

日までの５日間で、前後の土日を含め計９日間の連続した休みとなります。

令和５年度同様、窓口業務や電話対応等は原則行わないこととし、児童・生

徒の登校や校内での部活動についても、原則行いません。緊急連絡について

は、教育委員会で対応します。周知は、学校を通じて保護者にお知らせを配

布するとともに、広報こまえ及び教育委員会ホームページでもお知らせしま

す。また、学校の一斉閉庁期間に合わせて、例年同様、公民館の居場所事業

として、「夏休み子ども・中高生スペース」を実施します。８月 12 日は祝日

で休館日であるため、４日間の実施となります。学習フリースペース、遊び

のフリースペース、子ども食堂、子ども向けの体験教室を実施予定です。

市 長 続いて、報告事項４「令和５年度通学路合同点検に基づく対策実施結果の

公表について」を報告してください。

部 長 本件は、通学路における交通安全確保に関する基本的方針をまとめた「狛

江市通学路交通安全対策プログラム」や令和３年６月、千葉県八街市におい

て発生した下校中の児童５人が死傷する痛ましい事故を受けて作成された

「通学路における合同点検等実施要領」に基づき、令和５年 10 月 24 日に、

市・教育委員会・学校・ＰＴＡ・調布警察署合同で通学路合同点検を実施し

ました。資料のとおり、令和５年度点検分 18 箇所について、狛江市通学路

安全対策推進会議において対策を検討・決定し、各関係機関により順次対策

を実施しています。今後も関係機関が連携して継続的な対策に取り組むこと

で、児童が安全に通学できるよう、通学路の安全確保を推進していきます。

広報６月 15日号及び市ホームページにて公表します。

市 長 例年の取組により、ほとんど対策済みとなっています。丸山通りは令和６

年度対策予定とのことですが、実施状況はどうなっていますか。

部 長 確認します。

市 長 その他ありますか。

部 長 市民総合体育館横の生産緑地についてです。買取申出があり、購入に向け

所有者と調整しており、市として買取価格を提示しましたが、相手方より、

その価格では契約には至らないため、買取を取り下げて欲しいと回答があり



4

ました。

市 長 所有者との交渉の結果、買取価格の合意に至らなかったため、買取りを行

わないことを庁議として決定します。

市 長 他になければ、以上で本日の庁議を終了します。次回の庁議は、５月 28

日午前９時 00 分から開催します。


